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伊那北小学校給食調理場改築工事説明資料 

 

工 事 名 伊 那 北 小 学 校 給 食 調 理 場 改 築 工 事 

工種、金額 

 

及 び 

 

相 手 方 

工  種 金  額 相  手  方 

建 築 工 事 
１５３,９００,０００円     

（内消費税 １１,４００,０００円）    

 西武建工株式会社 

  代表取締役 春日 貞秋 

電気設備工事 
   ３７,１０８,８００円     

（内消費税  ２,７４８,８００円）    

株式会社伊那エンジニアリング 

  代表取締役 田中 和俊 

機械設備他工事 
１０１,４９８,４００円     

（内消費税  ７,５１８,４００円）    

 エビヤ鉄工設備株式会社 

  代表取締役 鈴木 正比古 

合  計 
２９２,５０７,２００円     

（内消費税 ２１,６６７,２００円）    
 

工 事 概 要 

構   造 鉄骨造り 平屋建て 

延べ床面積 463.95㎡ 

部 屋 構 成 調理室、アレルギー調理室、サラダ室、受入室、倉庫、検収室、下処理室（野菜、魚肉）、仕分食品庫、 

洗浄室、配膳ホール、配膳カウンター、下膳ホール、下膳カウンター、前室、洗濯室、トイレ、事務室、 

休憩室、機械室ほか 

工 事 期 間 契約の日から平成３０年３月３０日まで 

予       算 総事業費 ３０３,５００,０００円 主な財源 
学校施設環境改善交付金（交付率２分の１、３分の１） 

合併特例事業債（充当率９５％、交付税算入率７０％） 

 

議案第１号関係資料（１） 
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伊那北小学校給食調理場改築建築工事配置図 

 

 

 

 

 

議案第１号関係資料（２） 

伊那北小 
学童クラブ 



- 5 - 

伊那北小学校給食調理場改築建築工事平面図 

 

 

 

 

議案第１号関係資料（３） 
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伊那北小学校給食調理場改築建築工事立面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第１号関係資料（４） 

南 側 

北 側 東 側 

西 側 
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(株)小松総合印刷 

議案第２号関係資料 

鳥居沢工業団地産業用地位置図 

 

(有)グルップボエンデ 

(株)伊東電機工作所 

１ 提供用地 

団地名及び区画 鳥居沢工業団地Ｄ－２－２区画 

地番及び地積 ①伊那市横山7227番1468 （1,186.08㎡） 

②伊那市横山7227番1470 （2,861.70㎡） 

③伊那市横山7227番2428 （1,179.42㎡） 

④伊那市平沢10960番４  （  424.09㎡） 

（ 実測面積合計     5,651.30㎡） 

売却価格 44,193,166円 

２ 売却先企業 

企 業 名 有限会社グルップボエンデ 

所 在 地 東京都杉並区上井草４丁目３番22号 

資 本 金 ２億4,000万円 

代 表 者 代表取締役 入倉 哲郎 

従 業 員 50人 

事業内容 認知症高齢者の入居施設の運営並びに酒類

の製造及び販売 

 

③ 

② 

① 

④ 

【提供用地】 

鳥居沢工業団地 

Ｄ－２－２区画 

(株)ヤマザキ 
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市道路線認定位置図 

議案第３号関係資料 

　認定区間(新設)

　認定区間(既設)

　廃止区間

凡　　例

Ｔ－１９０５ 
市道 馬場脇支線３号 
認定区間 
延長 40.0ｍ 
幅員 5.0ｍ 

高遠町小原 497-1 

高遠町小原 466-5 

高遠保育園 

高遠小学校 

高遠スポーツ 

公園プール 
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市道路線廃止位置図 

議案第４号関係資料（１） 

富士塚スポーツ

公園運動場 

伊那消防署 

Ｉ－１４５２ 
市道 富士塚４号線 
廃止区間 
延長 73.1ｍ 
幅員 5.5～6.2ｍ 
 

小黒川ＰＡ 

小黒川ＰＡ 

西町 269-36 

西町 269-40 

　認定区間(新設)

　認定区間(既設)

　廃止区間

凡　　例
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市道路線変更位置図 

議案第４号関係資料（２） 

富士塚スポーツ

公園運動場 

伊那消防署 

県道伊那駒ヶ岳線 

小黒川ＰＡ 

小黒川ＰＡ 

　認定区間(新設)

　認定区間(既設)

　廃止区間

凡　　例

Ｉ－１３７２ 
市道 中央道東線 
既認定区間 
延長 743.4ｍ 
幅員 3.0～6.0ｍ 

Ｉ－１３７２ 
市道 中央道東線 
変更後区間 
延長 613.4ｍ 
幅員 3.0～6.0ｍ 

Ｉ－１３７２ 
市道 中央道東線 
廃止区間 
延長 130.0ｍ 
幅員 3.5～4.5ｍ 

西町 269-42 

小沢 7227-1748 

荒井 7227-413 

陸上競技場 



- 11 - 

 

 

 

 

議案第４号関係資料（３） 

富士塚スポーツ

公園運動場 

伊那消防署 

小黒川ＰＡ 

小黒川ＰＡ 

　認定区間(新設)

　認定区間(既設)

　廃止区間

凡　　例

Ｉ－１４５１ 
市道 富士塚３号線 
認定区間 
延長 165.0ｍ 
幅員 4.0ｍ 

Ｉ－１４５１ 
市道 富士塚３号線 
変更後区間 
延長 463.5ｍ 
幅員 2.5～6.0ｍ 

市道路線変更位置図 

Ｉ－１４５１ 
市道 富士塚３号線 
既認定区間 
延長 448.5ｍ 
幅員 2.0～6.0ｍ 

Ｉ－１４５１ 
市道 富士塚３号線 
廃止区間 
延長  150.0ｍ 
幅員  2.0～6.0ｍ 
 

西町 269-55 

西町 4657-1 

西町 7227-1910 
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議案第５号関係資料（１） 

 

 

 

市道路線廃止位置図 

Ｉ－６２５８ 
市道 田原上段１号線 
廃止区間 
延長 568.5ｍ 
幅員 1.5～2.0ｍ 
 

田原 

公民館 

田原地区耕作放 

棄地再生事業 
 

 

　認定区間(新設)

　認定区間(既設)

　廃止区間

凡　　例

Ｉ－６２５９ 
市道 清水坂線 
廃止区間 
延長 1,068.7ｍ 
幅員 2.0～4.0ｍ 

Ｉ－６２３３ 
市道 田原上段２号線 
廃止区間 
延長 325.5ｍ 
幅員 2.0ｍ 

東春近 5624 

東春近 5595 

東春近 5573-1 

東春近 5673-2 

Ｉ－６３１５ 
市道 田原山ノ庵線 
廃止区間 
延長 154.1ｍ 
幅員 2.0～3.0ｍ 

Ｉ－６２６１ 
市道 田原上段４号線 
廃止区間 
延長 116.8ｍ 
幅員 2.0ｍ 

東春近 5956 

東春近 5755 

東春近 5954 

東春近 5964-1 

東春近 5673-ｲ-2 
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市道路線変更位置図 

　認定区間(新設)

　認定区間(既設)

　廃止区間

凡　　例

田原地区耕作放 

棄地再生事業 
 

 

議案第５号関係資料（２） 

Ｉ－６２２４ 
市道 田原山際線 
変更後区間 
延長 570.7ｍ 
幅員 2.0～2.2ｍ 

Ｉ－６２２４ 
市道 田原山際線 
既認定区間 
延長 1,210.7ｍ 
幅員 2.0～2.5ｍ 

Ｉ－６２２４ 
市道 田原山際線 
廃止区間 
延長  640.0ｍ 
幅員  2.0～2.5ｍ 
 

田原 

公民館 

東春近 6433 

東春近 5517 

東春近 5674 



- 14 - 

 

伊那市情報公開条例新旧対照表 

（傍線の部分は改正部分） 

旧 新 

 

 （開示しないことができる公文書） 

第６条 実施機関は、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報（以下「不開示

情報」という。）のいずれかが記録されている場合又は第９条の規定に該当する場

合は、当該公文書を開示しないことができる。 

 (1) 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であっ

て、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別

することができるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別する

ことができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできな

いが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。た

だし、次に掲げる情報を除く。 

 

 

  ア～イ 略 

  ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和22年法律第120号）第２条第１項

に規定する国家公務員（独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条

第２項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。）、独立行政法人

等（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成13年法律第140

号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。）の役員及び

職員並びに地方公務員法（昭和25年法律第261号）第２条に規定する地方公務

員をいう。）である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であ

るときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る

部分 

 (2)～(9) 略 

 

 

 （開示しないことができる公文書） 

第６条 実施機関は、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報（以下「不開示

情報」という。）のいずれかが記録されている場合又は第９条の規定に該当する場

合は、当該公文書を開示しないことができる。 

 (1) 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であっ

て、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若しくは電

磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて

表された一切の事項をいう。次条第２項において同じ。）により特定の個人を識

別することができるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別す

ることができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはでき

ないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。

ただし、次に掲げる情報を除く。 

  ア～イ 略 

  ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和22年法律第120号）第２条第１項

に規定する国家公務員（独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条

第４項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等

（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成13年法律第140

号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。）の役員及び

職員並びに地方公務員法（昭和25年法律第261号）第２条に規定する地方公務

員をいう。）である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であ

るときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る

部分 

 (2)～(9) 略 

 

 

 

 

議案第６号関係資料（１） 
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伊那市個人情報保護条例新旧対照表 

（傍線の部分は改正部分） 

旧 新 

 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 (1) 略 

 (2) 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され

得るものをいう。ただし、法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人そ

の他の団体の役員に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除

く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 (1) 略 

 (2) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。

ただし、法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員

に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。 

  ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若しくは電

磁的記録（電磁的方式（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式をいう。次号イにおいて同じ。）で作られる記録を

いう。以下同じ。）に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の

方法を用いて表された一切の事項（個人識別符号を除く。）をいう。以下同

じ。）により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合するこ

とができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含

む。） 

  イ 個人識別符号が含まれるもの 

 (3) 個人識別符号 次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のう

ち、実施機関が定めるものをいう。 

  ア 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文

字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができ

るもの 

  イ 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割

り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは

電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利

用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当

てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しく

は購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの 

 (4) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪に

より害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じ

議案第６号関係資料（２） 
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旧 新 

 

 

 (3) 略 

 (4) 略 

 (5) 略 

 (6) 略 

 (7) 略 

 (8) 略 

 

ないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関が定める記述等が

含まれる個人情報をいう。 

 (5) 略 

 (6) 略 

 (7) 略 

 (8) 略 

 (9) 略 

 (10) 略 

 

 

 （収集の制限） 

第７条 略 

２ 略 

３ 実施機関は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因とな

るおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし、法令等の定めるところに

より収集するとき、及び前項第６号に該当するときは、この限りでない。 

 

 

 （収集の制限） 

第７条 略 

２ 略 

３ 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、法令等の定めると

ころにより収集するとき、及び前項第６号に該当するときは、この限りでない。 

 

 

 （提出資料の写しの送付等） 

第34条の４ 審査会は、第34条第２項又は前条の規定による意見書又は資料の提出が

あったときは、当該意見書又は資料の写し（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式

その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以

下同じ。）にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面）を当該

意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとす

る。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な

理由があるときは、この限りでない。 

２～４ 略 

 

 

 

 

 （提出資料の写しの送付等） 

第34条の４ 審査会は、第34条第２項又は前条の規定による意見書又は資料の提出が

あったときは、当該意見書又は資料の写し（電磁的記録にあっては、当該電磁的記

録に記録された事項を記載した書面）を当該意見書又は資料を提出した審査請求人

等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそ

れがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。 

 

 

２～４ 略 
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伊那市田舎暮らしモデルハウス条例新旧対照表 

（傍線の部分は改正部分） 

旧 新 

 

 （利用期間） 

第４条 モデルハウスに宿泊しようとする者（以下「宿泊者」という。）が利用でき

る期間は、連続した４日の範囲内とする。ただし、市長が特に必要と認めるとき

は、この限りでない。 

 

 

（利用期間等） 

第４条 モデルハウスに宿泊しようとする者（以下「宿泊者」という。）が利用でき

る期間は、連続した４日の範囲内とする。 

 

２ 宿泊についての利用時間は、利用開始日の午後２時から利用終了日の午前11時ま

でとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、モデルハ

ウスの利用できる期間及び利用時間を変更することができる。 

 

 

（使用料） 
第５条 使用料は、無料とする。ただし、寝具その他宿泊に必要な物品等は、宿泊者

が用意するものとする。 

 

 

（使用料等） 

第５条 宿泊者は、使用料を納付しなければならない。 

２ 前項の使用料は、１棟１泊につき4,000円とする。 

３ 第１項の規定による納付は、第８条の規定による利用許可を受けるまでに行わな

ければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。 

４ 宿泊者は、必要に応じ、寝具その他宿泊に必要な物品等を用意するものとする。 

 

  

 （使用料の還付） 

第６条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認

めるときは、その全部又は一部を還付することができる。 

 

  

（使用料の減免） 

第７条 市長は、特別の理由があると認めるときは、第５条の使用料を減額し、又は

免除することができる。 

 

 

（利用許可） 

 

（利用許可） 

議案第７号関係資料 
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旧 新 

第６条 略 

 

第８条 略 

 

 

（遵守事項） 

第７条 略 

 

 

（遵守事項） 

第９条 略 

 

 

（利用許可の制限） 

第８条 略 

 

 

（利用許可の制限） 

第10条 略 

 

 

（目的外使用等の禁止） 

第９条 略 

 

 

（目的外使用等の禁止） 

第11条 略 

 

 

（利用許可の取消し等） 

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又

は利用を中止させることができる。この場合において、利用者に生じた損害につい

ては、市長は、その責めを負わない。 

 (1)～(4)  略 

(5) 第８条各号の規定のいずれかに該当したとき。 

(6) 略 

 

 

（利用許可の取消し等） 

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又

は利用を中止させることができる。この場合において、利用者に生じた損害につい

ては、市長は、その責めを負わない。 

 (1)～(4)  略 

(5) 第10条各号の規定のいずれかに該当したとき。 

(6) 略 

 

（原状回復義務） 

第11条 略 

 

 

（原状回復義務） 

第13条 略 

 

 

（損害賠償の義務） 

第12条 略 

 

 

（損害賠償の義務） 

第14条 略 

 

 

（委任） 

 

（委任） 
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旧 新 

第13条 略 

 

 

 

第15条 略 
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伊那市消防団員等公務災害補償条例新旧対照表 

（傍線の部分は改正部分） 

旧 新 

 

（補償基礎額） 

第５条 略 

２ 前項の補償基礎額は、次に定めるところによる。 

(1) 非常勤消防団員又は非常勤水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾

病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状

態となった場合にあっては、死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又

は診断によって死亡の原因である疾病の発生が確定した日、若しくは診断によっ

て疾病の発生が確定した日において当該非常勤消防団員又は非常勤水防団員が属

していた階級及び当該階級に任命された日からの勤務年数に応じて別表に定める

額とする。 

(2) 消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急措置従事者（以

下「消防作業従事者等」という。）が、消防作業等に従事し、若しくは救急業務

に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは

疾病にかかり、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急

措置の業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害

の状態となった場合にあっては、8,800円とする。ただし、その額が、その者の

通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは14,200円を超え

ない範囲内においてこれを増額した額とすることができる。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者で、非常勤消防団員若しくは非常勤水防団員又

は消防作業従事者、救急業務協力者、水防従事者若しくは応急措置従事者（以下

「非常勤消防団員等」という。）の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した

日又は診断によって死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によっ

て疾病の発生が確定した日において、他に生計のみちがなく主として非常勤消防団

員等の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族のある非常勤消防団員等に

ついては、前項の規定による金額に、第１号に該当する扶養親族については433円

を、第２号から第５号までのいずれかに該当する扶養親族については、１人につき

217円（非常勤消防団員等に第１号に掲げる者がない場合にあっては、そのうち１

人については367円）を、それぞれ加算して得た額をもって補償基礎額とする。 

 

 

（補償基礎額） 

第５条 略 

２ 前項の補償基礎額は、次に定めるところによる。 

(1) 非常勤消防団員又は非常勤水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾

病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状

態となった場合には、死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断

により死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断により疾病の発生

が確定した日において当該非常勤消防団員又は非常勤水防団員が属していた階級

及び当該階級に任命された日からの勤務年数に応じて別表に定める額とする。 

 

(2) 消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急措置従事者（以

下「消防作業従事者等」という。）が、消防作業等に従事し、若しくは救急業務

に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは

疾病にかかり、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急

措置の業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害

の状態となった場合には、8,800円とする。ただし、その額が、その者の通常得

ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、14,200円を超えない

範囲内においてこれを増額した額とすることができる。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者で、非常勤消防団員若しくは非常勤水防団員又

は消防作業従事者、救急業務協力者、水防従事者若しくは応急措置従事者（以下

「非常勤消防団員等」という。）の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した

日又は診断により死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断により疾

病の発生が確定した日において、他に生計のみちがなく主として非常勤消防団員等

の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族のある非常勤消防団員等につい

ては、前項の規定による金額に、第１号に該当する扶養親族については333円を、

第２号に該当する扶養親族については１人につき267円（非常勤消防団員等に第１

号に該当する者がない場合には、そのうち１人については333円）を、第３号から

第６号までのいずれかに該当する扶養親族については１人につき217円（非常勤消

防団員等に第１号に該当する者及び第２号に該当する扶養親族がない場合には、そ

議案第８号関係資料 
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旧 新 

 

 

(1) 略 

(2) 22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある子及び孫 

 

(3) 略 

(4) 略 

(5) 略 

４ 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の４月１日から満22歳に達す

る日以後の最初の３月31日までの間（以下「特定期間」という。）にある子がいる

非常勤消防団員等については、前項の規定にかかわらず、167円に特定期間にある

当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額をもっ

て補償基礎額とする。 

 

 

 

のうち１人については300円）を、それぞれ加算して得た額をもって補償基礎額と

する。 

(1) 略 

(2) 22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある子 

(3) 22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある孫 

(4) 略 

(5) 略 

(6) 略 

４ 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の４月１日から22歳に達する日

以後の最初の３月31日までの間（以下この項において「特定期間」という。）にあ

る子がいる非常勤消防団員等については、前項の規定にかかわらず、167円に特定

期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算し

た額をもって補償基礎額とする。 
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伊那市体育施設条例新旧対照表 

（傍線の部分は改正部分） 

旧 新 

 

別表第２（第８条関係） 

 １～25 略 

 26 伊那市民プール 

  (1) プール 

区分 利用料金 

専用

使用 

入場料を徴収

しない場合 

午前９時から正午まで 45,000円 

正午から午後５時まで 75,000円 

１時間につき 15,000円 

入場料を徴収する場合 市長が別に

定める額 

個人

使用 

入場券 一般、高校生 １人１回につき 600円 

小中学生 １人１回につき 300円 

入場回数券 一般、高校生 12回券 6,000円 

小中学生 12回券 3,000円 

 備考 使用時間に１時間未満の端数のあるときは、１時間に切り上げるものとす

る。 

(2) 設備用器具 

区分 利用料金 

コースロープ １組につき 5,000円 

放送器具 １式につき 2,000円 

備考 各設備用器具は、１日又は１回の単位とする。 

27～29 略 

 

 

 

 

別表第２（第８条関係） 

 １～25 略 

26 伊那市民プール 

   

区分 利用料金 

    

  

  

  

個人

使用 

入場券 一般、高校生 １人１回につき 500円 

小中学生 １人１回につき 200円 

入場回数券 一般、高校生 12回券 5,000円 

小中学生 12回券 2,000円 

  

 

 

  

   

   

 

27～29 略 

 

 

 

 

 

 

 

議案第９号関係資料 
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